
ビジネスと人権、ビジネスと人権、
求められるリスク管理求められるリスク管理

連載

２

海
外
で
進
む
企
業
向
け
の

人
権
関
連
法
制
化

　

２
０
１
１
年
に
国
連
人
権
理
事
会

が
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指

導
原
則
」
を
全
会
一
致
で
支
持
し
て

以
降
、
西
側
諸
国
で
は
、
企
業
に
人

権
尊
重
の
義
務
を
課
す
法
制
化
作
業

が
加
速
し
て
い
る
。
今
回
は
、
Ｇ
７

諸
国
の
代
表
的
な
法
令
や
規
制
に
つ

い
て
紹
介
し
た
後
、
日
本
政
府
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

政
府
が
公
表
し
た
「
責
任
あ
る
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
人
権

尊
重
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で

は
、
海
外
に
お
け
る
人
権
関
連
の
企

業
向
け
法
制
を
以
下
の
⒜
〜
⒞
に
分

類
し
て
い
る
（
図
表
）。
以
下
、
そ

れ
ぞ
れ
の
代
表
的
な
事
例
に
つ
い
て

簡
潔
に
見
て
い
く
。

⒜
英
国
「
現
代
奴
隷
法
」（
15
年
施

行
）

　

英
国
で
事
業
を
営
み
、
年
間
売
上

高
が
３
６
０
０
万
㍀
以
上
の
商
業
組

織
が
対
象
。
事
業
お
よ
び
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
上
で
実
施
し
た
、
奴
隷
や

隷
属
、
強
制
労
働
、
人
身
取
引
の
排

除
に
向
け
た
対
策
に
関
す
る
声
明
を

毎
年
開
示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

⒝
ド
イ
ツ
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
・

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
」（
23
年

施
行
）

　

本
店
、
主
要
な
事
業
所
ま
た
は
登

録
事
務
所
が
ド
イ
ツ
に
あ
る
従
業
員

３
０
０
０
人
以
上
（
24
年
以
降
は
１

０
０
０
人
以
上
）
の
企
業
が
対
象
。

国
内
外
の
自
社
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
に
お
け
る
人
権
お
よ
び
環
境
リ
ス

ク
に
つ
き
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
で
デ
ュ

ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
実
施
し
、
内
容

を
開
示
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

⒞
米
国
「
ウ
イ
グ
ル
強
制
労
働
防
止

法
」（
22
年
施
行
）

　

法
令
上
、
対
象
企
業
は
限
定
さ
れ

て
い
な
い
。
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
で
す
べ
て
ま
た
は
一
部
が
採

掘
、
生
産
ま
た
は
製
造
さ
れ
た
産
品

ビジネスと人権を巡る
内外当局の取り組み

ディレクター
三尾 仁志

ＰｗＣコンサルティング
パートナー
永野 隆一

〔図表〕 海外における人権関連の企業向け法制の分類と採用国・地域の例

⒜ 自社事業およびサプライチェーン等におけるリスク対応等に関する
開示または監督官庁への報告を企業に義務付ける法制

英国、オーストラリア、
米国カリフォルニア州

⒝ 人権デューデリジェンスの実施および開示を企業に義務付ける法制 ＥＵ（指令案）、フランス、
ドイツ、オランダ

⒞ 強制労働により製造等された産品に輸入規制 米国、カナダ

（出所） 　「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
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は
、
明
確
に
立
証
可
能
な
場
合
を
除

き
、
強
制
労
働
産
品
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
、
米
国
へ
の
輸
入
が
禁
止
さ
れ

る
。欧

州
の
法
制
が 

本
邦
金
融
機
関
に
も
影
響

　

こ
れ
ら
の
企
業
向
け
法
制
が
本
邦

金
融
機
関
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、

金
融
機
関
自
身
が
⒜
や
⒝
の
適
用
対

象
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
法
令
順

守
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
点
、
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
で
は
、
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
取
り

組
み
に
関
す
る
広
範
な
開
示
を
要
請

す
る
「
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
ー

報
告
指
令
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
Ｄ
）」
が
23
年

１
月
に
発
効
し
た
ほ
か
、
人
権
・
環

境
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
を

義
務
付
け
る
「
企
業
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
ー
・
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
指

令
（
Ｃ
Ｓ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
）」
が
審
議
中
で

あ
り
、
本
邦
金
融
機
関
に
も
相
応
の

影
響
が
あ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て
い

る
。

　

な
お
、
本
邦
金
融
機
関
が
⒞
に
直

接
抵
触
す
る
状
況
は
現
実
に
は
考
え

に
く
い
。
た
だ
し
、
投
融
資
先
が
課

題
を
指
摘
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う

に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
し
て
い
く
べ
き
か
、

人
権
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
プ
ロ

セ
ス
の
一
環
と
し
て
整
理
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

海
外
の
目
を
意
識
し
た 

政
府
の
対
応

　

西
側
諸
国
で
人
権
関
連
の
企
業
向

け
法
制
が
整
備
さ
れ
る
な
か
、
日
本

政
府
は
20
年
10
月
に
「『
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
』
に
関
す
る
行
動
計
画
（
２

０
２
０
〜
２
０
２
５
）」
を
策
定
し

た
。
行
動
計
画
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人

権
に
関
し
て
当
該
国
が
優
先
的
に
取

り
組
む
内
容
等
を
ま
と
め
た
政
策
文

書
で
、
26
カ
国
が
策
定
し
て
い
る

（
本
稿
執
筆
時
点
）。

　

行
動
計
画
は
基
本
的
に
、
ビ
ジ
ネ

ス
と
人
権
に
関
す
る
理
解
を
促
進
す

る
こ
と
を
重
視
し
つ
つ
、
企
業
に
よ

る
人
権
尊
重
の
取
り
組
み
を
促
す
仕

組
み
の
整
備
に
努
め
て
い
く
こ
と
を

優
先
分
野
の
一
つ
に
掲
げ
て
い
る
。

そ
の
た
め
の
具
体
的
な
取
り
組
み
と

し
て
、
ア
国
内
外
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー
ン
に
お
け
る
取
り
組
み
お
よ
び
指

導
原
則
に
基
づ
く
人
権
デ
ュ
ー
デ
リ

ジ
ェ
ン
ス
の
促
進
、
イ
中
小
企
業
に

お
け
る
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
へ
の

取
り
組
み
│
│
に
対
す
る
支
援
に
注

力
す
る
方
針
を
示
し
、
22
年
９
月
に

前
述
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
・

公
表
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
国
連
の
指
導

原
則
の
ほ
か
、「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍

企
業
行
動
指
針
」「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
多
国
籍

企
業
宣
言
」
と
い
っ
た
国
際
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
を
踏
襲
し
、
金
融
機
関
を
含

む
、
日
本
で
事
業
活
動
を
行
う
す
べ

て
の
企
業
を
対
象
に
、
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
上
の
企
業
お
よ
び
そ
の
他
の

ビ
ジ
ネ
ス
上
の
関
係
先
を
含
め
た
人

権
尊
重
の
取
り
組
み
を
求
め
て
い
る
。

具
体
的
な
事
例
も
数
多
く
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
理
解
を
促
進
す
る
た
め

の
付
属
資
料
や
実
務
参
照
資
料
も
充

実
し
て
い
る
（
金
融
機
関
に
求
め
ら

れ
る
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
本
連
載
第
５
〜
７
回
で
詳

し
く
考
察
す
る
）。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
解
説
さ
れ
て
い

る
人
権
尊
重
の
取
り
組
み
の
中
で
も
、

内
外
の
関
心
が
高
い
技
能
実
習
制
度

の
見
直
し
に
触
れ
て
お
こ
う
。
技
能

実
習
制
度
に
つ
い
て
は
、
米
政
府
を

は
じ
め
、
内
外
か
ら
人
権
リ
ス
ク
を

懸
念
す
る
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ

の
点
、
前
述
の
行
動
計
画
で
は
、
現

状
の
制
度
を
維
持
し
て
懸
念
に
対
処

す
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
政

府
は
22
年
７
月
、
制
度
の
廃
止
を
含

め
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
方
針

に
転
換
し
た
。

　

背
景
に
は
、
外
交
戦
略
上
の
配
慮

が
色
濃
く
に
じ
ん
で
い
る
。
政
府
の

方
針
転
換
と
ほ
ぼ
軌
を
一
に
し
て
、

日
米
両
国
は
同
月
、
日
米
経
済
政
策

協
議
委
員
会
（
経
済
版
２
プ
ラ
ス
２

会
合
）
を
初
開
催
し
、「
民
間
企
業

が
人
権
を
擁
護
す
る
環
境
を
醸
成
す

る
た
め
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関

す
る
協
調
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
進
行
中

の
二
国
間
の
協
議
を
歓
迎
す
る
」
こ

と
を
、
同
委
員
会
の
22
年
行
動
計
画

に
盛
り
込
む
こ
と
に
合
意
し
た
。
そ

の
後
開
催
さ
れ
た
政
府
の
「
技
能
実

習
制
度
及
び
特
定
技
能
制
度
の
在
り

方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
で
は
、

米
政
府
等
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
懸

念
が
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
を
巡
る

一
連
の
動
き
は
、
地
政
学
的
環
境
や

社
会
情
勢
の
変
化
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
の
問
題
に
対
す
る
政
府
の
取
り

組
み
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
の
こ

と
が
、
金
融
機
関
が
念
頭
に
置
く
べ

き
人
権
リ
ス
ク
の
範
囲
や
内
容
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。 

◇
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